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（施設名 大阪大学アーカイブズ） 

ガイドライン規定例 大阪大学アーカイブズ特定歴史公文書等利用等規程案 備考 

○○館利用等規則 
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第Ａ章 総則 

Ａ－１ 目的 

この規則は、公文書等の管理に関する法律（平成２１年法

律第６６号。以下「法」という。）に基づき、○○館（以下

「館」という。）が保存する特定歴史公文書等の保存、利用

及び廃棄について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

 

Ａ－２ 定義 

この規則において「特定歴史公文書等」とは、法第２条第

７項に規定する特定歴史公文書等のうち、館に移管され、又

は寄贈され、若しくは寄託されたもの及び法の施行の際、現

に館が保存する歴史公文書等（現用のものを除く。）をいう。 

 

第Ｂ章 保存 

第１節 受入れ 

Ｂ－１ 行政機関又は独立行政法人等からの受入れ 

(1) 館は、△△省（△△法人）で保存する歴史公文書等（法

第２条第６項に定める歴史公文書等をいう。以下同じ。）

として、保存期間が満了したときに館に移管する措置が設

定されたものについて、保存期間が満了した日から可能な

限り早い時期に受入れの日を設定し、当該歴史公文書等を

受け入れるものとする。 

(2) 館は、(1)の規定に基づき受け入れた特定歴史公文書等
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公文書等の管理に関する法律（平成２

１年法律第６６号。以下「法」という。）に基づき、大阪

大学アーカイブズ（以下「アーカイブズ」という。）が保

存する特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄について必

要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において「特定歴史公文書等」とは、法第

２条第７項に規定する特定歴史公文書等のうち、アーカイ

ブズに移管され、又は寄贈され、若しくは寄託されたもの

をいう。 

 

第２章 保存 

 第１節 受入れ 

（本学の歴史公文書等の受入れ） 

第３条 アーカイブズは、国立大学法人大阪大学（以下「本

学」という。）で保存する歴史公文書等（法第２条第６項

に定める歴史公文書等をいう。以下同じ。）として、保存

期間が満了したときにアーカイブズに移管する措置が設定

されたものについて、保存期間が満了した日から可能な限

り早い時期に受入れの日を設定し、当該歴史公文書等を受

け入れるものとする。 

大阪大学アーカイブズでは、大阪大学アーカイブズ大学史資

料部門が歴史資料等保有施設としての指定を受けるための

申請中であるため（別途、大阪大学アーカイブズ歴史資料等

利用細則を作成する）、特定歴史公文書等に限定した利用等

規程にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「法の施行の際、現に館が保存する歴史公文書等（現用のも

のを除く。）」は所蔵していないので削除。 

 

 

 

 

受け入れ先は、国立大学法人大阪大学のみのため。 
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について、次の各号に掲げる措置を施した上で、原則とし

て受入れから１年以内に排架を行うものとする。 

① くん蒸その他の保存に必要な措置 

 

② Ｂ－４(4)に定める識別番号の付与 

③ Ｃ－２(1)①に掲げる事由（以下「利用制限事由」という。）

の該当性に関する事前審査 

④ Ｂ－７(1)に定める目録の作成 

(3) 館は、特定歴史公文書等の利用が円滑に行われるように

するため、(2)③に規定する事前審査の方針を定めるものと

する。 

 

 

Ｂ－２ 寄贈・寄託された文書の受入れ 

(1) 館は、法人その他の団体（国及び独立行政法人等を除く。

以下「法人等」という。）又は個人から特定の文書を寄贈

又は寄託する旨の申出があった場合、当該文書が歴史公文

書等に該当すると判断する場合には、当該文書を受け入れ

るものとする。 

(2) 館は、(1)に基づき受け入れた特定歴史公文書等につい

て、寄贈又は寄託をした者の希望に応じ、利用の制限を行

う範囲及びこれが適用される期間を定めた上で、次に掲げ

る措置を施し、原則として受入れから１年以内に排架を行

うものとする。 

① くん蒸その他の保存に必要な措置 

 

② Ｂ－４(4)に定める識別番号の付与 

③ Ｂ－７(1)に定める目録の作成 

 

Ｂ－３ 著作権の調整 

館は、Ｂ－１及びＢ－２に基づき受け入れた特定歴史公文

書等に著作物や実演、レコード又は放送若しくは有線放送に

係る音若しくは影像（以下「著作物等」という。）が含まれ

ている場合は、当該著作物等について、必要に応じて、予め

著作者、著作権者、実演家又は著作隣接権者から著作者人格

権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権についての許諾や

同意を得ること等により、当該特定歴史公文書等の円滑な利

用に備えるものとする。 

 

 

 

第２節 保存 

２ アーカイブズは、前項の規定に基づき受け入れた特定歴

史公文書等について、次の各号に掲げる措置を施した上で、

原則として受入れから１年以内に排架を行うものとする。 

(1) カビ・虫害の除去、簡易な補修その他の保存に必要な

措置 

(2) 第６条第４項に定める識別番号の付与 

(3) 第１１条第１項第１号に掲げる事由（以下「利用制限

事由」という。）の該当性に関する事前審査 

(4) 第９条第１項に定める目録の作成 

３ アーカイブズは、特定歴史公文書等の利用が円滑に行わ

れるようにするため、前項第３号に規定する事前審査の方

針を定めるものとする。 

 

（寄贈・寄託された文書の受入れ） 

第４条 アーカイブズは、法人その他の団体（国及び独立行

政法人等を除く。以下「法人等」という。）又は個人から

特定の文書を寄贈又は寄託する旨の申出があった場合、当

該文書が歴史公文書等に該当すると判断する場合には、当

該文書を受け入れるものとする。 

２ アーカイブズは、前項の規定に基づき受け入れた特定歴

史公文書等について、寄贈又は寄託をした者の希望に応じ、

利用の制限を行う範囲及びこれが適用される期間を定めた

上で、次に掲げる措置を施し、原則として受入れから１年

以内に排架を行うものとする。 

(1) カビ・虫害の除去、簡易な補修その他の保存に必要な

措置 

(2) 第６条第４項に定める識別番号の付与 

(3) 第９条第１項に定める目録の作成 

 

（著作権の調整） 

第５条 アーカイブズは、前２条の規定に基づき受け入れた

特定歴史公文書等に著作物や実演、レコード又は放送若し

くは有線放送に係る音若しくは影像（以下「著作物等」と

いう。）が含まれている場合は、当該著作物等について、

必要に応じて、予め著作者、著作権者、実演家又は著作隣

接権者から著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作

隣接権についての許諾や同意を得ること等により、当該特

定歴史公文書等の円滑な利用に備えるものとする。 

 

 

 

第２節 保存 

ガスくん蒸は行わず、虫害の除去は冷凍処理を行う予定であ

り、「くん蒸」が主たる方法の例示としては適切でないため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガスくん蒸は行わず、虫害の除去は冷凍処理を行う予定であ

り、「くん蒸」が主たる方法の例示としては適切でないため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

 3 

Ｂ－４ 保存方法等 

(1) 館は、特定歴史公文書等について、Ｄ－１の規定により

廃棄されるに至る場合を除き、専用の書庫において永久に

保存するものとする。 

(2) 館は、(1)に定める専用書庫について、温度、湿度、照

度等を適切に管理するとともに、防犯、防災、防虫等のた

めの適切な措置を講ずるものとする。 

(3) 館は、特定歴史公文書等のうち電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）について

は、その種別を勘案し、当該特定歴史公文書等を利用でき

るようにするために媒体変換その他の必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

(4) 館は、特定歴史公文書等について、識別を容易にするた

めに必要な番号等（以下「識別番号」という。）を付する。 

 

 

Ｂ－５ 複製物 

館は、特定歴史公文書等について、その保存及び利便性の

向上のために、それぞれの特定歴史公文書等の内容、保存状

態、時の経過、利用の状況等を踏まえた複製物作成計画を定

めた上で、適切な記録媒体による複製物を作成する。 

 

 

Ｂ－６ 個人情報漏えい防止のために必要な措置 

館は、特定歴史公文書等に個人情報（生存する個人に関す

る情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）をいう。）が記

録されている場合には、法第１５条第３項に基づき、当該個

人情報の漏えいの防止のため、以下の措置を講ずる。 

 

① 書庫の施錠その他の物理的な接触の制限 

② 当該特定歴史公文書等に記録されている個人情報に対

する不正アクセス（不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成１１年法律第１２８号）第３条第２項に規定する

不正アクセスをいう。）を防止するために必要な措置 

 

③ 館の職員に対する教育・研修の実施 

④ その他必要な措置 

 

（保存方法等） 

第６条 アーカイブズは、特定歴史公文書等について、第２

９条第１項の規定により廃棄されるに至る場合を除き、専

用の書庫において永久に保存するものとする。 

２ アーカイブズは、前項に定める専用書庫について、温度、

湿度、照度等を適切に管理するとともに、防犯、防災、防

虫等のための適切な措置を講ずるものとする。 

３ アーカイブズは、特定歴史公文書等のうち電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）

については、その種別を勘案し、当該特定歴史公文書等を

利用できるようにするために媒体変換その他の必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

４ アーカイブズは、特定歴史公文書等について、識別を容

易にするために必要な番号等（以下「識別番号」という。）

を付する。 

 

（複製物） 

第７条 アーカイブズは、特定歴史公文書等について、その

保存及び利便性の向上のために、それぞれの特定歴史公文

書等の内容、保存状態、時の経過、利用の状況等を踏まえ

た複製物作成計画を定めた上で、適切な記録媒体による複

製物を作成する。 

 

（個人情報漏えい防止のために必要な措置） 

第８条 アーカイブズは、特定歴史公文書等に個人情報（生

存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）をいう。）が記録されている場合には、法第１

５条第３項に基づき、当該個人情報の漏えいの防止のため、

次の各号に掲げる措置を講ずる。 

(1) 書庫の施錠その他の物理的な接触の制限 

(2) 当該特定歴史公文書等に記録されている個人情報に

対する不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に

関する法律（平成１１年法律第１２８号）第２条第４項

に規定する不正アクセス行為をいう。）を防止するため

に必要な措置 

(3) アーカイブズの職員に対する教育・研修の実施 

(4) その他必要な措置 
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Ｂ－７ 目録の作成及び公表 

(1) 館は、特定歴史公文書等に関して、次の各号に掲げる事

項について１つの集合物ごとに記載した目録を作成する。 

 

① 分類及び名称 

② 移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名 

③ 移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期 

④ 保存場所 

⑤ 媒体の種別 

⑥ 識別番号 

⑦ 利用することができる複製物の存否 

⑧ 利用制限の区分（全部利用、一部利用、利用不可又は要

審査のいずれかを記載のこと） 

⑨ その他適切な保存及び利用に資する情報 

(2) 館は、(1)に規定する目録の記載に当たっては、法第１

６条第１項第１号イからニまで若しくは第２号イ若しくは

ロに掲げる情報又は同項第３号の制限若しくは同項第４号

の条件に係る情報は記載しないものとする。 

(3) 館は、(1)に規定する目録を閲覧室に備えて付けておく

とともに、インターネットの利用等により公表する。 

 

第Ｃ章 利用 

第１節 利用の請求 

Ｃ－１ 利用請求の手続 

(1) 館は、法第１６条の規定に基づき、特定歴史公文書等に

ついて利用の請求（以下「利用請求」という。）をしようと

する者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した利用請求書

の提出を求めるものとする。 

① 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団

体にあっては代表者の氏名 

② 利用請求に係る特定歴史公文書等の目録に記載された

名称 

③ 利用請求に係る特定歴史公文書等の識別番号 

④ 希望する利用の方法（任意） 

⑤ ④で写しの交付による利用を希望する場合は、Ｃ－１０

(2)に定める写しの作成方法、写しを作成する範囲及び部

数（任意） 

(2) 館は、利用請求の円滑化及び効率化を図るため、利用請

求書の標準様式等を作成し、閲覧室に備えておくとともに、

インターネットの利用等により公表する。 

(3) (1)の提出の方法は、次のいずれかによるものとする。

この場合、②の方法において必要な郵送料は、利用請求を

（目録の作成及び公表） 

第９条 アーカイブズは、特定歴史公文書等に関して、次の

各号に掲げる事項について１つの集合物ごとに記載した目

録を作成する。 

(1) 分類及び名称 

(2) 移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名 

(3) 移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期 

(4) 保存場所 

(5) 媒体の種別 

(6) 識別番号 

(7) 利用することができる複製物の存否 

(8) 利用制限の区分（全部利用、一部利用、利用不可又は

要審査のいずれかを記載のこと。） 

(9) その他適切な保存及び利用に資する情報 

２ アーカイブズは、前項に規定する目録の記載に当たって

は、法第１６条第１項第２号イ若しくはロに掲げる情報又

は同項第４号の条件に係る情報は記載しないものとする。 

３ アーカイブズは、第１項に規定する目録を閲覧室に備え

付けておくとともに、インターネットの利用等により公表

する。 

 

第３章 利用 

 第１節 利用の請求 

（利用請求の手続） 

第１０条 アーカイブズは、法第１６条の規定に基づき、特

定歴史公文書等について利用の請求（以下「利用請求」と

いう。）をしようとする者に対し、次の各号に掲げる事項

を記載した利用請求書の提出を求めるものとする。 

(1) 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の

団体にあっては代表者の氏名 

(2) 利用請求に係る特定歴史公文書等の目録に記載され

た名称 

(3) 利用請求に係る特定歴史公文書等の識別番号 

(4) 希望する利用の方法（任意） 

(5) 前号で写しの交付による利用を希望する場合は、第１

９条第２項に定める写しの作成方法、写しを作成する範

囲及び部数（任意） 

２ アーカイブズは、利用請求の円滑化及び効率化を図るた

め、利用請求書の標準様式等を作成し、閲覧室に備えてお

くとともに、インターネットの利用等により公表する。 

３ 第１項の提出の方法は、次のいずれかによるものとする。

この場合において、第２号の方法により必要となる郵送料
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する者が負担するものとする。 

① 閲覧室の受付に提出する方法 

② 館に郵送する方法 

③ 情報通信技術を用いて館に送信する方法 

(4) (3)の②及び③に定める方法による利用請求について

は、利用請求書が館に到達した時点で請求がなされたもの

とみなす。 

(5) 館は、利用請求書に形式上の不備があると認めるとき

は、利用請求をした者（以下「利用請求者」という。）に

対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。 

 

 

Ｃ－２ 利用請求の取扱い 

(1) 館は、特定歴史公文書等について前条に定める利用請求

があった場合には、次に掲げる場合を除き、これを利用に

供するものとする。 

①  【行政機関から移管を受ける施設の場合】 

当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されて

いる場合 

イ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成１１年法律第４２号。以下「行政機関情報公開法」

という。）第５条第１号に掲げる情報 

ロ 行政機関情報公開法第５条第２号又は第６号イ若

しくはホに掲げる情報 

ハ 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、

他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるお

それ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を

被るおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管し

た行政機関の長が認めることにつき相当の理由があ

る情報 

ニ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、

公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれがあると当該特定歴史公

文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき

相当の理由がある情報 

【独立行政法人等から移管を受ける施設の場合】 

当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されて

いる場合 

イ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成１３年法律第１４０号。以下「独立行政法

人等情報公開法」という。）第５条第１号に掲げる

は、利用請求をする者が負担するものとする。 

(1) 閲覧室の受付に提出する方法 

(2) アーカイブズに郵送する方法 

 

４ 前項第２号に定める方法による利用請求については、利

用請求書がアーカイブズに到達した時点で請求がなされた

ものとみなす。 

５ アーカイブズは、利用請求書に形式上の不備があると認

めるときは、利用請求をした者（以下「利用請求者」とい

う。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるこ

とができる。 

 

 

（利用請求の取扱い） 

第１１条 アーカイブズは、特定歴史公文書等について前条

に定める利用請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、

これを利用に供するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されて

いる場合 

ア 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

（平成１３年法律第１４０号。以下「独立行政法人等

情報公開法」という。）第５条第１号に掲げる情報 

 

 

 

個人情報保護等に対応できるセキュリティ対策等の観点か

ら、情報通信技術を用いた利用システムは導入しない予定の

ため削除。 
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情報 

ロ 独立行政法人等情報公開法第５条第２号又は第４

号イからハまで若しくはトに掲げる情報 

② 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期

間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈され、

又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない

場合 

③ 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することによ

り当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがあ

る場合又は当該原本が現に使用されている場合 

(2) 館は、利用請求に係る特定歴史公文書等が(1)①に該当

するか否かについて判断するに当たっては、当該特定歴史

公文書等が行政文書（法人文書）として作成又は取得され

てからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文

書等に法第８条第３項又は第１１条第５項の規定による意

見が付されている場合には、当該意見を参酌する。 

(3) 館は、(2)において時の経過を考慮するにあたっては、

利用制限は原則として作成又は取得されてから３０年を超

えないものとする考え方を踏まえるものとする。 

 

 

Ｃ－３ 部分利用 

(1) 館は、Ｃ－２(1)①又は②に掲げる場合であっても、(1)

①に掲げる情報又は(1)②の条件に係る情報（以下Ｃ－３に

おいて「利用制限情報」という。）が記録されている部分

を容易に区分して除くことができるときは、利用請求者に

対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。

ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されて

いないと認められるときは、この限りでない。 

 

(2) (1)に規定する区分の方法は、次の各号に掲げる特定歴

史公文書等の種類に応じ、当該各号に掲げる方法とする。 

① 文書又は図画 当該特定歴史公文書等の写しを作成し、

当該写しに記載されている利用制限情報を墨塗りする方

法（ただし、利用請求者の同意があれば、利用制限情報が

記載されている範囲を被覆する方法によることを妨げな

い。） 

② 電磁的記録 当該記録の写しを作成し、当該写しに記載

されている利用制限情報を消除する方法 

 

Ｃ－４ 本人情報の取扱い 

(1) 館は、Ｃ－２(1)①イに掲げる情報により識別される特

イ 独立行政法人等情報公開法第５条第２号又は第４

号イからハまで若しくはトに掲げる情報 

 

(2) 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の

期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈さ

れ、又は寄託されたものであって、当該期間が経過して

いない場合 

(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することに

より当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれが

ある場合又は当該原本が現に使用されている場合 

２ アーカイブズは、利用請求に係る特定歴史公文書等が前

項第１号に該当するか否かについて判断するに当たって

は、当該特定歴史公文書等が法人文書として作成又は取得

されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史

公文書等に法第１１条第５項の規定による意見が付されて

いる場合には、当該意見を参酌する。 

３ アーカイブズは、前項において時の経過を考慮するに当

たっては、利用制限は原則として作成又は取得されてから

３０年を超えないものとする考え方を踏まえるものとす

る。 

 

（部分利用） 

第１２条 アーカイブズは、前条第１項第１号又は第２号に

掲げる場合であっても、同項第１号に掲げる情報又は同項

第２号の条件に係る情報（以下この条において「利用制限

情報」という。）が記録されている部分を容易に区分して

除くことができるときは、利用請求者に対し、当該部分を

除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部

分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めら

れるときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する区分の方法は、次の各号に掲げる特定歴

史公文書等の種類に応じ、当該各号に掲げる方法とする。 

(1) 文書又は図画 当該特定歴史公文書等の写しを作成

し、当該写しに記載されている利用制限情報を墨塗りする

方法（ただし、利用請求者の同意があれば、利用制限情報

が記載されている範囲を被覆する方法によることを妨げ

ない。） 

（2） 電磁的記録 当該記録の写しを作成し、当該写しに記

載されている利用制限情報を消除する方法 

 

（本人情報の取扱い） 

第１３条 アーカイブズは、第１１条第１項第１号アに掲げ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政機関からの受け入れを想定していないため。 
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定の個人（以下この条において「本人」という。）から、

当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用

請求があった場合において、次の各号のいずれかに掲げる

書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、

生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている

場合を除き、当該特定歴史公文書等につき当該情報が記録

されている部分についても、利用に供するものとする。 

 

① 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏

名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保

険の被保険者証、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第３０条の４４第１項に規定する住民基本台帳カー

ド、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９

号）第１９条の３に規定する在留カード、日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法（平成３年法律第７１号）第７条第１項に規

定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命

令の規定により交付された書類であって、当該利用請求を

する者が本人であることを確認するに足りるもの 

 

② ①に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は

提出することができない場合にあっては、当該利用請求を

する者が本人であることを確認するため館が適当と認め

る書類 

(2) Ｃ－１(3)②又は③に定める方法により利用請求をする

場合には、(1)の規定に関わらず、(1)①及び②に掲げる書

類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住

民票の写しその他のその者が当該複写したものに記載され

た本人であることを示すものとして館が適当と認める書類

（利用請求をする日前３０日以内に作成されたものに限

る。）を館に提出すれば足りるものとする。 

 

 

Ｃ－５ 第三者に対する意見提出機会の付与等 

(1) 館は、利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立行政

法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び利用請求を

した者以外の者（以下この条において「第三者」という。）

に関する情報が記録されている場合には、当該特定歴史公

文書等を利用させるか否かについての決定をするに当たっ

て、当該情報に係る第三者に対し、次の各号に掲げる事項

を通知して、法第１８条第１項に基づく意見書を提出する

機会を与えることができる。 

る情報により識別される特定の個人（以下この条において

「本人」という。）から、当該情報が記録されている特定

歴史公文書等について利用請求があった場合において、次

の各号のいずれかに掲げる書類の提示又は提出があったと

きは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれが

ある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文

書等につき当該情報が記録されている部分についても、利

用に供するものとする。 

(1) 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の

氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健

康保険の被保険者証、住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）第３０条の４４第１項に規定する住民基本台

帳カード、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令

第３１９号）第１９条の３に規定する在留カード、日本

国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第７

条第１項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこ

れに基づく命令の規定により交付された書類であって、

当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足

りるもの 

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、

又は提出することができない場合にあっては、当該利用

請求をする者が本人であることを確認するためアーカイ

ブズが適当と認める書類 

２ 第１０条第３項第２号に定める方法により利用請求をす

る場合には、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる

書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の

住民票の写しその他のその者が当該複写したものに記載さ

れた本人であることを示すものとしてアーカイブズが適当

と認める書類（利用請求をする日前３０日以内に作成され

たものに限る。）をアーカイブズに提出すれば足りるもの

とする。 

 

（第三者に対する意見提出機会の付与等） 

第１４条 アーカイブズは、利用請求に係る特定歴史公文書

等に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法

人及び利用請求をした者以外の者（以下この条において「第

三者」という。）に関する情報が記録されている場合には、

当該特定歴史公文書等を利用させるか否かについての決定

をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、次の各

号に掲げる事項を通知して、法第１８条第１項に基づく意

見書を提出する機会を与えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「情報通信技術を用いて館に送信する方法」は個人情報保護

等に対応できるセキュリティ対策等の観点から、導入しない

予定のため削除。 
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① 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

② 利用請求の年月日 

③ 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている

当該第三者に関する情報の内容 

④ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

(2) 館は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公

文書等の利用をさせようとする場合であって、当該情報が

行政機関情報公開法第５条第１号ロ若しくは第２号ただし

書に規定する情報（※独立行政法人等から移管を受ける施

設の場合は、独立行政法人等情報公開法第５条第１号ロ若

しくは第２号ただし書に規定する情報）に該当すると認め

るときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対

し、次の各号に掲げる事項を書面により通知して、法第１

８条第２項に基づく意見書を提出する機会を与えなければ

ならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、

この限りでない。 

① 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

② 利用請求の年月日 

③ 法第18条第2項の規定を適用する理由 

  ④ 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている当

該第三者に関する情報の内容 

⑤ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

(3) 館は、特定歴史公文書等であって法第１６条第１項第１

号ハ又はニに該当するものとして同法第８条第３項の規定

により意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場

合には、あらかじめ、当該特定歴史公文書等を移管した行

政機関の長に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通

知して、法第１８条第３項に基づく意見書を提出する機会

を与えなければならない。 

① 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

② 利用請求の年月日 

③ 利用請求に係る特定歴史公文書等に付されている法第

８条第３項の規定による意見の内容 

④ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

(4) 館は、(1)又は(2)の規定により意見書を提出する機会を

与えられた第三者が当該特定歴史公文書等を利用させるこ

とに反対の意思を表示した意見書を提出した場合におい

て、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をすると

きは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも２

週間を置かなければならない。この場合において、館は、

その決定後直ちに、当該意見書（Ｃ－１２において「反対

意見書」という。）を提出した第三者に対し、法第１８条

(1) 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

(2) 利用請求の年月日 

(3) 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている

当該第三者に関する情報の内容 

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

２ アーカイブズは、第三者に関する情報が記録されている

特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合であって、

当該情報が独立行政法人等情報公開法第５条第１号ロ若し

くは第２号ただし書に規定する情報に該当すると認めると

きは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、

次の各号に掲げる事項を書面により通知して、法第１８条

第２項に基づく意見書を提出する機会を与えなければなら

ない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、こ

の限りでない。 

 

 

(1) 利用請求に係る特定歴史公文書等の名称 

(2) 利用請求の年月日 

(3) 法第18条第2項の規定を適用する理由 

(4) 利用請求に係る特定歴史公文書等に記録されている

当該第三者に関する情報の内容 

(5) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ アーカイブズは、前２項の規定により意見書を提出する

機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書等を利用さ

せることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合に

おいて、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をす

るときは、その決定の日と利用させる日との間に少なくと

も２週間を置かなければならない。この場合において、ア

ーカイブズは、その決定後直ちに、当該意見書（第２１条

において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対

 

 

 

 

 

行政機関からの受け入れを想定していないため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政機関からの受け入れを想定していないため削除。 
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第４項に基づき利用させる旨の決定をした旨及びその理由

並びに利用させる日を書面により通知しなければならな

い。 

 

Ｃ－６ 利用決定 

(1) 館は、利用請求があった場合は速やかに、これに係る処

分についての決定（以下「利用決定」という。）をしなけ

ればならない。ただし、利用制限事由の存否に係る確認作

業が必要な場合その他の時間を要する事情がある場合は、

利用請求があった日から３０日以内に利用決定をするもの

とする。この場合において、館がＣ－１(5)の規定により補

正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に

算入しない。 

(2) 利用決定においては、利用請求のあった特定歴史公文書

等ごとに、次の各号に掲げる処分のいずれかを決定するも

のとする。 

① 全部の利用を認めること（ただし法第１９条ただし書の

規定に基づき写しを閲覧させる方法を用いる場合にはそ

の旨を明記すること。②において同じ。） 

② 一部の利用を認めないこと 

③ 全部の利用を認めないこと 

 

(3) 館は、利用決定に関し、事務処理上の困難その他正当な

理由があるときは、(1)の規定に関わらず、(1)ただし書に

規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。

この場合において、館は、利用請求者に対し、遅滞なく、

延長後の期間及び延長の理由を通知するものとする。 

 

(4) 館は、利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量で

あるため、利用請求があった日から６０日以内にそのすべ

てについて利用決定をすることにより事務の遂行に著しい

支障が生ずるおそれがある場合には、(1)及び(3)の規定に

関わらず、利用請求に係る特定歴史公文書等のうちの相当

の部分につき当該期間内に利用決定をし、残りの部分につ

いては相当の期間内に利用決定をすることができる。この

場合において、館は、利用請求があった日の翌日から３０

日以内（Ｃ－１(5)の規定により補正に要した日数を除く。）

に、利用請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知

しなければならない。 

① 本規定を適用する旨及び理由 

② 残りの部分について利用決定をする期限 

 

し、法第１８条第４項の規定に基づき利用させる旨の決定

をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通

知しなければならない。 

 

（利用決定） 

第１５条 アーカイブズは、利用請求があった場合は速やか

に、これに係る処分についての決定（以下「利用決定」と

いう。）をしなければならない。ただし、利用制限事由の

存否に係る確認作業が必要な場合その他の時間を要する事

情がある場合は、利用請求があった日から３０日以内に利

用決定をするものとする。この場合において、アーカイブ

ズが第１０条第５項の規定により補正を求めたときは、当

該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 利用決定においては、利用請求のあった特定歴史公文書

等ごとに、次の各号に掲げる処分のいずれかを決定するも

のとする。 

(1) 全部の利用を認めること（ただし、法第１９条ただし

書の規定に基づき写しを閲覧させる方法を用いる場合に

はその旨を明記すること。次号において同じ。）。 

(2) 一部の利用を認めないこと。 

(3) 全部の利用を認めないこと。 

３ アーカイブズは、利用決定に関し、事務処理上の困難そ

の他正当な理由があるときは、第１項の規定にかかわらず、

同項ただし書に規定する期間を３０日以内に限り延長する

ことができる。この場合において、アーカイブズは、利用

請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を

通知するものとする。 

 

４ アーカイブズは、利用請求に係る特定歴史公文書等が著

しく大量であるため、利用請求があった日から６０日以内

にそのすべてについて利用決定をすることにより事務の遂

行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第１項及

び前項の規定にかかわらず、利用請求に係る特定歴史公文

書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決定を

し、残りの部分については相当の期間内に利用決定をする

ことができる。この場合において、アーカイブズは、利用

請求があった日の翌日から３０日以内（第１０条第５項の

規定により補正に要した日数を除く。）に、利用請求者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。 

(1) この規定を適用する旨及び理由 

(2) 残りの部分について利用決定をする期限 
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Ｃ－７ 利用決定の通知 

(1) 館は、利用決定をした場合、当該特定歴史公文書等の利

用請求者に対して、以下の事項について記載した通知書（以

下「利用決定通知書」という。）により決定の内容を通知

しなければならない。 

① 利用請求のあった特定歴史公文書等に関する処分の結

果 

② 利用請求書において請求した利用が認められない場合

（法第１９条ただし書の適用により原本の閲覧が認めら

れない場合を含む。）はその理由 

③ 利用の方法 

(2) 利用決定通知書には、利用請求者が利用の方法を申し出

るための書類（以下「利用の方法申出書」という。）を添

付しなければならない。 

(3) 通知は、閲覧室で行うほか、利用請求者の求めに応じ、

次の各号に掲げる方法により行うこともできる。この場合、

①の方法において必要な郵送料は、利用請求者が負担する

ものとする。 

① 利用決定通知書を利用請求者に郵送する方法 

② 情報通信技術を用いて利用決定通知書を利用請求者に

送付する方法 

 

Ｃ－８ 利用の方法 

(1) 特定歴史公文書等の利用は、文書又は図画については閲

覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録については次

の各号に掲げる方法により行う。 

① 当該電磁的記録を専用機器により再生又は映写した

ものの聴取、視聴又は閲覧 

② 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交

付 

③ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの

交付 

(2) (1)に規定する電磁的記録の利用の方法は、情報化の進

展状況等を勘案して、利用者が利用しやすいものとする。 

(3) 利用の方法は、利用請求者が利用請求書又は利用の方法

申出書に利用の方法を記載し、館に提出することにより指

定するものとする。 

(4) 利用の方法申出書は、利用決定の通知があった日から３

０日以内での提出を求めるものとする。ただし、利用請求

者において、当該期間内に当該申出をすることができない

ことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

 

（利用決定の通知） 

第１６条 アーカイブズは、利用決定をした場合、当該特定

歴史公文書等の利用請求者に対して、次に掲げる事項につ

いて記載した通知書（以下「利用決定通知書」という。）

により決定の内容を通知しなければならない。 

(1) 利用請求のあった特定歴史公文書等に関する処分の

結果 

(2) 利用請求書において請求した利用が認められない場

合（法第１９条ただし書の適用により原本の閲覧が認め

られない場合を含む。）はその理由 

(3) 利用の方法 

２ 利用決定通知書には、利用請求者が利用の方法を申し出

るための書類（以下「利用の方法申出書」という。）を添

付しなければならない。 

３ 第１項の通知は、閲覧室で行うほか、利用請求者の求め

に応じ、利用決定通知書を利用請求者に郵送する方法によ

り行うこともできる。 

 

 

 

 

 

（利用の方法） 

第１７条 特定歴史公文書等の利用は、文書又は図画につい

ては閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録につい

ては次の各号に掲げる方法により行う。 

(1) 当該電磁的記録を専用機器により再生又は映写した

ものの聴取、視聴又は閲覧 

(2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交

付 

(3) 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの

交付 

２ 前項に規定する電磁的記録の利用の方法は、情報化の進

展状況等を勘案して、利用者が利用しやすいものとする。 

３ 利用の方法は、利用請求者が利用請求書又は利用の方法

申出書に利用の方法を記載し、アーカイブズに提出するこ

とにより指定するものとする。 

４ 利用の方法申出書は、利用決定の通知があった日から３

０日以内での提出を求めるものとする。ただし、利用請求

者において、当該期間内に当該申出をすることができない

ことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護等に対応できるセキュリティ対策等の観点か

ら、情報通信技術を用いた利用システムは導入しない予定の

ため、郵送に限定。郵送料はアーカイブズが負担する（大阪

大学における情報公開請求に対する開示決定通知書の通知

方法に準じた）。 
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(5) 利用の方法申出書の提出の方法については、Ｃ－１(3)

の規定を準用する。 

 

Ｃ－９ 閲覧の方法等 

(1) 特定歴史公文書等の閲覧は、閲覧室で行うものとする。 

(2) 閲覧室における特定歴史公文書等の利用に関しては、別

に定めるところによる。 

 

 

Ｃ－１０ 写しの交付の方法等 

(1) 特定歴史公文書等の写しの交付は、当該特定歴史公文書

等の全部について行うほか、その一部についても行うこと

ができる。この場合において、館は、利用請求者に対し、

具体的な範囲の特定を求めるものとする。 

(2) 写しの交付は、次の①及び②の各号に掲げる特定歴史公

文書等の媒体について、当該各号に定めるものの中から館

が指定した方法のうち、利用請求者の希望するものについ

て、利用請求者から部数の指定を受けた上で実施するもの

とする。 

① 文書又は図画（法第１６条第３項の規定に基づく利用の

ために作成された複製物を含む。②において同じ。） 

ア 用紙に複写したもの 

イ 撮影したマイクロフィルムのネガ 

ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録 

エ ウをフレキシブルディスクカートリッジや光ディス

ク等に複写したもの 

 

 

 

 

 

 

② 電磁的記録 

ア 用紙に出力したもの 

イ 電磁的記録として複写したもの 

ウ イをフレキシブルディスクカートリッジや光ディス

ク等に複写したもの 

(3) 館は、利用請求者より、写しの交付を行う範囲、方法及

び部数の指定を受けた場合は速やかに料金表（※各館の利

用等規則において別表として添付）に基づき手数料額を算

定し、当該料金を利用請求者に通知するものとする。 

(4) 館は、Ｃ－１１に定める手数料の納付が確認されたの

５ 利用の方法申出書の提出の方法については、第１０条第

３項の規定を準用する。 

 

（閲覧の方法等） 

第１８条 特定歴史公文書等の閲覧は、閲覧室で行うものと

する。 

２ 閲覧室における特定歴史公文書等の利用に関しては、別

に定めるところによる。 

 

（写しの交付の方法等） 

第１９条 特定歴史公文書等の写しの交付は、当該特定歴史

公文書等の全部について行うほか、その一部についても行

うことができる。この場合において、アーカイブズは、利

用請求者に対し、具体的な範囲の特定を求めるものとする。 

２ 写しの交付は、次の各号に掲げる特定歴史公文書等の媒

体について、当該各号に定めるものの中からアーカイブズ

が指定した方法のうち、利用請求者の希望するものについ

て、利用請求者から部数の指定を受けた上で実施するもの

とする。 

(1)  文書又は図画（法第１６条第３項の規定に基づく利

用のために作成された複製物を含む。次号において同

じ。） 

ア 用紙に複写したもの 

イ 撮影したマイクロフィルムのネガ 

ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を用

紙に出力したもの 

エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光

ディスク等に複写したもの 

オ デジタルカメラ等により撮影してできた電磁的記

録を用紙に出力したもの 

カ デジタルカメラ等により撮影してできた電磁的記

録を光ディスク等に複写したもの 

(2) 電磁的記録 

ア 用紙に出力したもの 

イ 電磁的記録として複写したものを光ディスク等に

複写したもの 

 

３ アーカイブズは、利用請求者より、写しの交付を行う範

囲、方法及び部数の指定を受けた場合は速やかに料金表（別

表）に基づき手数料の額を算定し、当該料金を利用請求者

に通知するものとする。 

４ アーカイブズは、次条に定める手数料の納付が確認され

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電磁的記録そのものを交付するにはシステムの構築が必要

であるが直ちにその準備を行うことは困難であるため削除

し、利用者の利便性を考慮して用紙に出力する方法を追加。 

フレキシブルディスクカートリッジは容量が少なく、また入

手困難な現状を考慮して削除。 

利用者の利便性やブックスキャナを所蔵していないことを

考慮してデジタルカメラ等による撮影を追加し、スキャナに

より読み取ってできた電磁的記録と同様の交付方法とした。 

 

電磁的記録そのものを交付するにはシステムの構築が必要

であるが直ちにその準備を行うことは困難であるため光デ

ィスク等に複写することとした。 

フレキシブルディスクカートリッジは容量が少なく、また入

手困難な現状を考慮して削除。 
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ち、速やかに写しの交付を行うものとする。 

(5) 写しの交付は、館において行うほか、利用請求者の求め

に応じ、次の各号に掲げる方法により行うこともできる。

この場合、①の方法において必要な郵送料は、利用請求者

が負担するものとする。 

① 利用請求者に郵送する方法 

② 情報通信技術を用いて利用請求者に送付する方法 

 

Ｃ－１１ 手数料等 

(1) 館は、利用請求者が写しの交付を受ける場合には、料金

表に基づき算出した手数料の納入を、次の各号に定めるも

ののうち、館が指定する方法により受け取るものとする。 

① 館において直接納入する方法 

② 館に郵便書留で送付する方法 

③ 館の指定する銀行口座へ振り込む方法 

④ 館において印紙を直接納付する方法 

⑤ 印紙を所定の書類に貼付して館に郵便書留で送付する

方法 

(2) (1)②、③又は⑤の手続に必要な費用は、利用請求者が

負担するものとする。 

(3) 館は、料金表を閲覧室に常時備え付けるとともに、イン

ターネットの利用等により公表する。 

 

Ｃ－１２ 異議申立て 

(1) 館は、法第２１条に基づく異議申立てがあった時は、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員

会に諮問する。 

① 異議申立てが不適法であり、却下するとき。 

② 決定で、異議申立てに係る利用請求に対する処分を取り

消し又は変更し、当該異議申立てに係る特定歴史公文書等

の全部を利用させることとするとき。ただし、当該異議申

立てに係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書

が提出されているときを除く。 

 

(2) 館は、(1)の諮問をした場合は、次に掲げる者に対し、

諮問をした旨を通知する。 

① 異議申立人及び参加人 

② 利用請求者（利用請求者が異議申立人又は参加人であ

る場合を除く。） 

③ 当該異議申立てに係る利用請求に対する処分について

反対意見書を提出した第三者（当該第三者が異議申立人又

は参加人である場合を除く。） 

たのち、速やかに写しの交付を行うものとする。 

５ 写しの交付は、アーカイブズにおいて行うほか、利用請

求者の求めに応じ、利用請求者に郵送する方法により行うこ

ともできる。この場合において、必要となる郵送料は、利用

請求者が負担するものとする。 

 

 

 

（手数料等） 

第２０条 アーカイブズは、利用請求者が写しの交付を受け

る場合には、料金表に基づき算出した手数料の納入を、次

の各号に定めるもののうち、アーカイブズが指定する方法

により受け取るものとする。 

(1)  アーカイブズにおいて直接納入する方法 

(2)  アーカイブズに郵便書留で送付する方法 

(3)  アーカイブズの指定する銀行口座へ振り込む方法 

 

 

２ 前項第２号又は第３号の手続に必要な費用は、利用請求

者が負担するものとする。 

３ アーカイブズは、料金表を閲覧室に常時備え付けるとと

もに、インターネットの利用等により公表する。 

 

（異議申立て） 

第２１条 大阪大学総長（以下「総長」という。）は、法第

２１条の規定に基づく異議申立てがあったときは、次の各

号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に

諮問する。 

(1) 異議申立てが不適法であり、却下するとき。 

(2) 決定で、異議申立てに係る利用請求に対する処分を取

り消し又は変更し、当該異議申立てに係る特定歴史公文

書等の全部を利用させることとするとき。ただし、当該

異議申立てに係る特定歴史公文書等の利用について反対

意見書が提出されているときを除く。 

 

２ 総長は、前項の諮問をした場合は、次に掲げる者に対し、

諮問をした旨を通知する。 

(1) 異議申立人及び参加人 

(2) 利用請求者（利用請求者が異議申立人又は参加人であ

る場合を除く。） 

(3) 当該異議申立てに係る利用請求に対する処分につい

て反対意見書を提出した第三者（当該第三者が異議申立

 

 

 

 

「情報通信技術を用いて館に送信する方法」は個人情報保護

等に対応できるセキュリティ対策等の観点から、導入しない

予定のため削除。 

 

 

 

 

「印紙」は、手数料の納付方法としては行政機関（一般会計）

においてのみ可能であり、独立行政法人等においては認めら

れないため削除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アーカイブズの設置及び特定歴史公文書等の管理・利用決定

に関する最終的な責任は、法人の長としての総長にあると考

えられるため、異議申し立てへの対応及び公文書管理委員会

への諮問については、主体を総長として整理。 
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(3) Ｃ－５(4)の規定は、次の各号のいずれかに該当する決

定をする場合について準用する。 

① 利用させる旨の決定に対する第三者からの異議申立て

を却下し、又は棄却する決定 

② 異議申立てに係る利用請求に対する処分を変更し、当該

利用請求に対する処分に係る特定歴史公文書等を利用さ

せる旨の決定（第三者である参加人が当該特定歴史公文書

等を利用させることに反対の意思を表示している場合に

限る。） 

(4) 館は、公文書管理委員会から(1)の諮問に対する答申を

受けた場合は、当該答申を踏まえ、速やかに決定を行うも

のとする。 

 

 

第２節 利用の促進 

Ｃ－１３ 簡便な方法による利用等 

(1) 館は、法第１６条において利用が認められている特定歴

史公文書等について、第１節に定める方法のほか、あらか

じめ手続を定めた上で、簡便な方法（(2)に定めるものを除

く。）により利用に供するものとする。 

 

(2) 館は、特定歴史公文書等のデジタル画像等の情報をイン

ターネットの利用により公開すること等の方法により、積

極的に一般の利用に供するものとする。 

 

Ｃ－１４ 展示会の開催等 

館は、年度ごとに計画を定めた上で、展示会の開催、館内

の見学会その他の取組を行い、歴史公文書等の利用の促進に

努めなければならない。 

 

Ｃ－１５ 特定歴史公文書等の貸出し 

館は、他の機関から学術研究、社会教育等の公共的目的を

有する行事等において利用するために特定歴史公文書等の貸

出しの申込みがあった場合、別に定めるところにより、当該

特定歴史公文書等を貸し出すことができる。 

 

 

Ｃ－１６ 原本の特別利用 

館は、原本の利用を認めるとその保存に支障を生ずるおそ

れがある特定歴史公文書等について、複製物によっては利用

目的を果たすことができない場合等原本による利用が必要と

認められる場合は、別に定めるところにより、特に慎重な取

人又は参加人である場合を除く。） 

３ 第１４条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当す

る決定をする場合について準用する。 

(1) 利用させる旨の決定に対する第三者からの異議申立て

を却下し、又は棄却する決定 

(2) 異議申立てに係る利用請求に対する処分を変更し、当

該利用請求に対する処分に係る特定歴史公文書等を利用

させる旨の決定（第三者である参加人が当該特定歴史公文

書等を利用させることに反対の意思を表示している場合

に限る。） 

４ 総長は、公文書管理委員会から第１項の諮問に対する答

申を受けた場合は、当該答申を踏まえ、速やかに決定を行

うものとする。 

 

 第２節 利用の促進 

（簡便な方法による利用等） 

第２２条 アーカイブズは、法第１６条において利用が認め

られている特定歴史公文書等について、第１０条から前条

までに定める方法のほか、あらかじめ手続を定めた上で、

簡便な方法（次項に定めるものを除く。）により利用に供

するものとする。 

２ アーカイブズは、特定歴史公文書等のデジタル画像等の

情報をインターネットの利用により公開すること等の方法

により、積極的に一般の利用に供するものとする。 

 

（展示会の開催等） 

第２３条 アーカイブズは、年度ごとに計画を定めた上で、

展示会の開催、アーカイブズ内の見学会その他の取組を行

い、歴史公文書等の利用の促進に努めなければならない。 

 

（特定歴史公文書等の貸出し） 

第２４条 アーカイブズは、他の機関から学術研究、社会教

育等の公共的目的を有する行事等において利用するために

特定歴史公文書等の貸出しの申込みがあった場合、別に定

めるところにより、当該特定歴史公文書等を貸し出すこと

ができる。 

 

（原本の特別利用） 

第２５条 アーカイブズは、原本の利用を認めるとその保存

に支障を生ずるおそれがある特定歴史公文書等について、

複製物によっては利用目的を果たすことができない場合等

原本による利用が必要と認められる場合は、別に定めると
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扱いを確保した上で、利用者に対し特別に原本を利用に供す

ることができる。 

 

Ｃ－１７ レファレンス 

(1) 館は、特定歴史公文書等の効果的な利用を確保するた

め、次に掲げるレファレンスを行う。ただし、鑑定の依頼、

文書の解読・翻訳等、館の業務として情報提供することが

適当でないと認められる場合はこの限りでない。 

① 特定歴史公文書等の利用に関する情報の提供 

② 特定歴史公文書等の目録に関する情報の提供 

③ 特定歴史公文書等の検索方法に係る情報の提供 

④ 特定歴史公文書等に関する参考文献、他の公文書館等

に関する情報の提供 

(2) レファレンスは、閲覧室の開室時間中は随時、口頭、電

話、書面その他の方法により、申し込むことができるもの

とする。 

 

 

第３節 移管元行政機関等の利用 

Ｃ－１８ 移管元行政機関等の利用 

(1) 館は、特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独

立行政法人等（以下Ｃ－１８において「移管元行政機関等」

という。）が、法第２４条に定める利用の特例の適用を求

める場合は、身分証の提示及び行政機関等利用申込書の提

出を求めるものとする。 

(2) 移管元行政機関等に属する利用請求者が館の外での閲

覧を希望した場合、館は、Ｃ－９の規定に関わらず、１ヶ

月を限度として、その閲覧を認めることができる。 

 

 

第４節 利用時間及び休館日 

Ｃ－１９ 館の開館 

(1) 館は、利用に関する業務を実施するため、次に掲げる日

を除き、毎日開館する。 

① ○○○○ 

② ○○○○ 

 

③ ○○○○ 

 

(2) 館は、(1)の規定にかかわらず、特に必要がある場合に

は、臨時に開館し又は休館することができる。この場合に

は、館は、原則として開館又は休館の２週間前までにその

ころにより、特に慎重な取扱いを確保した上で、利用者に

対し特別に原本を利用に供することができる。 

 

 （レファレンス） 

第２６条 アーカイブズは、特定歴史公文書等の効果的な利

用を確保するため、次に掲げるレファレンスを行う。ただ

し、鑑定の依頼、文書の解読・翻訳等、アーカイブズの業

務として情報提供することが適当でないと認められる場合

は、この限りでない。 

(1) 特定歴史公文書等の利用に関する情報の提供 

(2) 特定歴史公文書等の目録に関する情報の提供 

(3) 特定歴史公文書等の検索方法に係る情報の提供 

(4) 特定歴史公文書等に関する参考文献、他の公文書館等

に関する情報の提供 

２ レファレンスは、閲覧室の開室時間中は随時、口頭、電

話、書面その他の方法により、申し込むことができるもの

とする。 

 

 第３節 移管元部局等の利用 

（移管元部局等の利用） 

第２７条 アーカイブズは、特定歴史公文書等を移管した本

学の部局等（以下この条において「移管元部局等」という。）

が、法第２４条に定める利用の特例の適用を求める場合は、

身分証の提示及び移管元部局等利用申込書の提出を求める

ものとする。 

２ 移管元部局等に属する利用請求者がアーカイブズの外で

の閲覧を希望した場合、アーカイブズは、第１８条の規定

にかかわらず、１月を限度として、その閲覧を認めること

ができる。 

 

 第４節 利用時間及び休室日 

（アーカイブズの開室） 

第２８条 アーカイブズは、利用に関する業務を実施するた

め、次に掲げる日を除き、毎日開室する。 

(1) 日曜日及び土曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

２ アーカイブズは、前項の規定にかかわらず、特に必要が

ある場合には、臨時に開室し又は休室することができる。

この場合において、アーカイブズは、原則として開室又は

休室の２週間前までにその旨及び理由を公表しなければな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪大学の就業規則に準拠して開室日を定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員数が限られているため、昼休み時間は利用請求を受け付
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旨及び理由を公表しなければならない。 

 

(3) 館の利用時間は○時から○時までとする。ただし、特に

必要がある場合には、臨時に変更することができる。この

場合には、館は、事前にその旨及び理由を公表しなければ

ならない。 

 

 

 

第Ｄ章 廃棄 

Ｄ－１ 特定歴史公文書等の廃棄 

(1) 館は、特定歴史公文書等として保存している文書につい

て、劣化が極限まで進展して判読及び修復が不可能で利用

できなくなり、歴史資料として重要でなくなったと認める

場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該

特定歴史公文書等を廃棄することができる。 

(2) 館は、(1)の規定に基づき特定歴史公文書等の廃棄を行

った場合には、廃棄に関する記録を作成し、公表するもの

とする。 

 

 

第Ｅ章 研修 

Ｅ－１ 研修の実施 

(1) 館は、その職員に対し、歴史公文書等を適切に保存し利

用に供するために必要な専門的知識及び技能を習得させ、

及び向上させるために必要な研修を行うものとする。 

 

(2) 館は、(1)の他に、△△省（△△法人）の職員に対し、

歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するために必要

な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な

研修を行うものとする。 

(3) 館は、(1)及び(2)の研修の実施に当たっては、その必要

性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立てなけれ

ばならない。 

(4) 館は、(1)及び(2)の研修を実施したときは、研修計画の

改善その他歴史公文書等の適切な保存及び移管の改善に資

するため、その効果の把握に努めるものとする。 

 

 

第Ｆ章 雑則 

Ｆ－１ 保存及び利用の状況の報告 

(1) 館は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況につい

らない。 

３ アーカイブズの利用時間は午前９時３０分から午後４時 

３０分までとし、利用請求の受付は午前９時３０分から正午

まで及び午後１時から午後４時までとする。 

４ アーカイブズは、前項の規定にかかわらず、特に必要が

ある場合には、臨時に利用時間等を変更することができる。

この場合において、アーカイブズは、事前にその旨及び理

由を公表しなければならない。 

 

第４章 廃棄 

（特定歴史公文書等の廃棄） 

第２９条 アーカイブズは、特定歴史公文書等として保存し

ている文書について、劣化が極限まで進展して判読及び修

復が不可能で利用できなくなり、歴史資料として重要でな

くなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その

同意を得て、当該特定歴史公文書等を廃棄することができ

る。 

２ アーカイブズは、前項の規定に基づき特定歴史公文書等

の廃棄を行った場合には、廃棄に関する記録を作成し、公

表するものとする。 

 

第５章 研修 

（研修の実施） 

第３０条 アーカイブズは、その職員に対し、歴史公文書等

を適切に保存し利用に供するために必要な専門的知識及び

技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行う

ものとする。 

２ アーカイブズは、前項に定めるもののほか、本学の役員

及び教職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び移管を

確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上

させるために必要な研修を行うものとする。 

３ アーカイブズは、前２項の研修の実施に当たっては、そ

の必要性を把握し、その結果に基づいて研修の計画を立て

なければならない。 

４ アーカイブズは、第１項及び第２項の研修を実施したと

きは、研修計画の改善その他歴史公文書等の適切な保存及

び移管の改善に資するため、その効果の把握に努めるもの

とする。 

 

第６章 雑則 

（保存及び利用の状況の報告） 

第３１条 アーカイブズは、特定歴史公文書等の保存及び利

けないことにした。また、閲覧時間を確保するため、閉室

30 分前以後は利用請求を受け付けない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立大学法人大阪大学の全役職員を対象にした。 
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て、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

 

(2) 館は、(1)に規定する報告のため、必要に応じて調査を

実施するものとする。 

 

Ｆ－２ 利用等規則の備付等 

館は、本規則について、閲覧室に常時備え付けるほか、イ

ンターネットの利用等により公表するものとする。 

 

 

Ｆ－３ 実施規程 

この規則に定めるもののほか、この規則を実施するために

必要な事項は館が定める。 

 

 

 

 

 

用の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなけれ

ばならない。 

２ アーカイブズは、前項に規定する報告のため、必要に応

じて調査を実施するものとする。 

 

（利用等規則の備付等） 

第３２条 アーカイブズは、この規程について、閲覧室に常

時備え付けるほか、インターネットの利用等により公表す

るものとする。 

 

 （雑則） 

第３３条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施す

るために必要な事項は、アーカイブズが定める。 

 

   附 則 

この規程は、平成 年 月 日から施行する。 

 

 



別表（第１９条関係）（案） 

特定歴史公文書等の

媒体の種別 
写しの交付方法 写しの交付に係る手数料の額 

１ 文書又は図面（第

７条及び法第１６条

第３項の規定に基づ

く利用のために作成

された複製物を含

む。） 

ア 用紙に複写したものの交付 （1）モノクロームで複写した場合 

用紙（B5判、A4判、B4判及

び A3判に限る。）1枚につき 10

円 

（2）カラーで複写した場合 

用紙（B5判、A4判、B4判及

び A3判に限る。）1枚につき 20

円 

イ 撮影したモノクロマイクロフィル

ムのネガの交付 

 

 

A3判以下は１コマにつき 90円

（間紙が必要な場合は 100円）。

A2判は１コマにつき 120円（間

紙が必要な場合は 130円） 

ウ スキャナにより読み取ってできた

電磁的記録を用紙に出力したものの交

付（見開きＡ3 判以下の資料のみスキ

ャニング可） 

 

（1）モノクロームで出力した場合 

用紙（B5判、A4判、B4判及

び A3判に限る。）1枚につき 120

円 

（2）カラーで出力した場合 

用紙（B5判、A4判、B4判及

び A3判に限る。）1枚につき 230

円 

エ スキャナにより読み取ってできた

電磁的記録を光ディスク等に複写した

ものの交付（見開きＡ3 判以上の資料

は、スキャニング不可） 

（1）日本工業規格 X0606及び

X6281に適合する直径 120ミリメ

ートルの光ディスクの再生装置で

再生することが可能な光ディスク

に複写した場合 

光ディスク 1枚につき 100円

に、当該文書又は図面 1枚ごとに

80円を加えた額 

（2）日本工業規格 X6241に適合

する直径 120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生すること

が可能な光ディスクに複写した場

合 

光ディスク 1枚につき 120円

に、当該文書又は図面 1枚ごとに



80円を加えた額 

オ デジタルカメラ等により撮影して

できた電磁的記録を用紙に出力したも

のの交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）モノクロームで出力した場合 

 B5版及びA4版の用紙 1枚につ

き 120 円（間紙が必要な場合は

130円）。 

 B4版及びA3版の用紙 1枚につ

き 140円（間紙が必要な場合は

150円） 

（2）カラーで出力した場合 

 B5版及びA4版の用紙 1枚につ

き 230 円（間紙が必要な場合は

240円）。 

 B4版及びA3版の用紙 1枚につ

き 380 円（間紙が必要な場合は

390円） 

カ デジタルカメラ等により撮影して

できた電磁的記録を光ディスク等に複

写したものの交付 

（1）日本工業規格 X0606及び

X6281に適合する直径 120ミリメ

ートルの光ディスクの再生装置で

再生することが可能な光ディスク

に複写した場合 

光ディスク 1枚につき 100円

に、当該文書又は図面 1枚ごとに

80円を加えた額（間紙が必要な場

合は 90円） 

 （2）日本工業規格 X6241に適合

する直径 120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生すること

が可能な光ディスクに複写した場

合 

光ディスク 1枚につき 120円

に、当該文書又は図面 1枚ごとに

80円を加えた額（間紙が必要な場

合は 90円） 

２ 電磁的記録（第７

条及び法第１６条第

３項の規定に基づく

利用のために作成さ

れた複製物を含む。） 

ア 用紙に出力したものの交付 （1）モノクロームで出力した場合 

用紙（B5判、A4判、B4判及

び A3判に限る。）1枚につき 10

円 

（2）カラーで出力した場合 



用紙（B5判、A4判、B4判及

び A3判に限る。）1枚につき 20

円 

イ 電磁的記録として複写したものを

光ディスク等に複写したものの交付 

（1）日本工業規格 X0606及び

X6281に適合する直径 120ミリメ

ートルの光ディスクの再生装置で

再生することが可能な光ディスク

に複写した場合 

光ディスク 1枚につき 100円

に、1ファイルごとに 210円を加

えた額 

（2）日本工業規格 X6241に適合

する直径 120ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生すること

が可能な光ディスクに複写した場

合 

光ディスク 1枚につき 120円

に、1ファイルごとに 210円を加

えた額 

 

備考 1）１の項ア、ウ、オ又は２の項アの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を 1

枚として額を算定する。 

2）表中にある「日本工業規格 X0606 及び X6281 に適合する直径 120 ミリメートルの光ディ

スクの再生装置で再生することが可能な光ディスク」とは CD－Rのことを指し、「日本工業

規格 X6241 に適合する直径 120 ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可

能な光ディスク」とは DVD－Rのことを指す。 
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